
○東京藝術大学ラーニングコモンズ規則 

 

平 成31年 ４ 月18日 

                        制       定 

 

（設置） 

第 １ 条 本 学 国 際 藝 術 リ ソ ー ス セ ン タ ー 内 に 、 東 京 藝 術 大 学 ラ ー ニ

ン グ コ モ ン ズ （ 以 下 「 ラ ー ニ ン グ コ モ ン ズ 」 と い う ｡ ) を 置 く 。  

（目的） 

第 ２ 条 ラ ー ニ ン グ コ モ ン ズ は 、 図 書 館 を 利 用 す る 学 生 の 自 主 的 な

学 習 や 活 動 の 発 展 を 推 進 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（管理責任者） 

第 ３ 条 ラ ー ニ ン グ コ モ ン ズ の 管 理 責 任 者 は 、 附 属 図 書 館 長 と す る 。 

（運営委員会）  

第 ４ 条 ラ ー ニ ン グ コ モ ン ズ の 運 営 、 管 理 及 び 利 用 に 関 す る 重 要 な

事 項 を 審 議 す る た め 、 ラ ー ニ ン グ コ モ ン ズ に 運 営 委 員 会 を 置 く 。  

２ 運 営 委 員 会 に 委 員 長 を 置 き 、 理 事 （ 教 育 担 当 ） を も っ て 充 て る 。  

３ 運営委員会は、次の各号に掲げ る委員をもって組 織する。  

（１）理事（教育担当）  

（２）附属図書館長 

（３）各 学 部 の 教 授 会 構 成 員 か ら 推 薦 さ れ た 者 各 ２ 名  

（４）各 研 究 科 の 教 授 会 構 成 員 か ら 推 薦 さ れ た 者 各 １ 名  

（５）その他委員長が必要と認める者  

４ 前項第３号及び第４号に掲げる委員の任期は、２年とし、再任を妨げな

い。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

５ 委 員 長 が 必 要 と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 を 委 員 会 に 出 席 さ

せ 、 意 見 を 聞 く こ と が で き る 。  

（専門部会） 

第５条 運営委員会は、ラーニングコモンズの運営、管理及び利用に関する

専門的事項を調査検討するため、必要に応じて専門部会を置くことができ

る。 

２ 専門部会に関する事項は、別に 定める。  

（学生部会）  

第 ６条 運 営 委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 検 討 す る た め 、 必 要 に 応

じ て 学 生 部 会 を 置 く こ と が で き る 。  

（１）学生の自主的な学習や活動の企画及び運営方法の検討 

（２）その他ラーニングコモンズの利用に関すること 

２ 学生部会に関する事項は、別に 定める。  

（ラーニングコモンズの利用） 



第 ７条 ラ ー ニ ン グ コ モ ン ズ の 利 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め

る 。  

（庶務） 

第 ８条 ラ ー ニ ン グ コ モ ン ズ の 運 営 に 関 す る 事 務 は 、 附 属 図 書 館 事

務 部 に お い て 処 理 す る 。  

２ 運 営 委 員 会 、 専 門 部 会 及 び 学 生 部 会 の 庶 務 は 学 生 課 に お い て 処

理 す る 。  

（雑則） 

第 ９条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 ラ ー ニ ン グ コ モ ン ズ の 運 営

等 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 運 営 委 員 会 が 別 に 定 め る 。  

 

附 則 

こ の 規 則 は 、 平 成3 1年４月18日 か ら 施 行 す る 。 


